
 

  



「本巣市地域福祉活動計画」とは       

 

地域福祉とは、子どもから高齢者まで、障がいのある人もない人も、誰もが地域に 

おいて、生き生きと自立した生活が送れることをめざし、地域における様々なサービ 

スや活動を組み合わせて、共に生き、支え合う社会づくりを具体化することをいいま 

す。地域福祉活動計画は、住民の参画のもと、この地域福祉を推進していくための指 

針です。 

 

重 点 課 題 

①少子高齢化及び地域のコミュニティの低下 

②高齢者・障がい者の生活支援 

③生活困窮世帯に対する自立支援 

④災害及び防災の支援体制 

⑤見守り活動の充実 

⑥相談機能強化と情報提供 

⑦地域の担い手・後継者不足 

⑧介護予防・認知症予防の充実 

⑨交流の場づくり 

 

 

基本理念 ～めざすべき地域福祉の姿～ 

“ふれあい、つながり、支え合う 安心とやさしさに包まれたまち もとす” 

    家族と地域を見つめ直し、 

    みんながつながり支え合う、安心ある 

    やさしさに包まれたまちづくりをめざします。 

 

 

基 本 目 標  地域福祉活動計画を具体化するための３つの目標 

 

 基本目標１ ふれあいとつながりの機会をつくります 

 基本目標２ 支え合いのしくみをつくります 

 基本目標３ 安心とやさしさに包まれたまちをつくります 

 



基 本 計 画 

 

    

     

■在宅福祉サービスの充実

■自立支援ネットワークの構築

■生活困窮世帯への支援

■権利擁護事業の充実

くらしに必要な情報提供

支え合いのしくみを

つくります

安心とやさしさに包まれた

まちをつくります

ふれあいとつながりの機会を

つくります

■認知症カフェの拡充

■ふれあいいきいきサロンの充実と広域サロンの開催

地域を支えるしくみづくり

■見守りネットワークの充実と地域力の強化

自立支援の充実

防災・災害に対する支援体制の強化

地域で見守るしくみづくり

■災害時支援体制の強化

■災害時職員体制の強化

■生活支援サービスの充実

■ボランティアセンターの充実

■ボランティアの発掘と育成

■相談機能の強化と充実

■情報提供の充実

基本目標 施策の方向

■ふれあいいきいきサロンや交流の場の提供

■学校を交流の場とした三世代交流の実施

交流の場づくり

事業の展開
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実施事業（活動計画） 

基本目標 １  ふれあいとつながりの機会をつくります 

地域福祉を進めていくうえで、様々な交流の機会をつくり、地域の交流やふれあ 

  いを深めていくと共に、支援が必要な人との交流、地域の子どもとの三世代交流 

  など、ふれあいとつながりの機会をつくります。 

 

 １．交流の場づくり  

  （１）ふれあいいきいきサロンや交流の場の提供  

◎ふれあいいきいきサロンの開催  ◎独居老人交流会の開催 

   ◎介護者のつどいの開催      ◎心身障がい者のつどいの開催 

   ◎福祉運動会の開催 

 

  （２）ふれあいいきいきサロンの充実と広域サロンの開催  

  ◎広域サロンの実施（北部地域） ◎ふれあいいきいきサロンの充実支援と拡充 

 

（３）学校を交流の場とした三世代交流の実施 

 ◎学校、ＰＴＡとの協力・連携 

 

（４）認知症カフェの充実 

 ◎交流の場マップづくり       ◎認知症カフェの開催と啓発 

 

基本目標 ２ 支え合いのしくみをつくります 

ボランティアセンター機能の強化を図り、新たなボランティア養成と活動の有償 

  化等のしくみづくりをめざし、また「支える側」と「支えられる側」に分かれるのでは 

なく、誰もが役割を持ち活躍し、安心して生活できる地域づくりに努めます。 

 

 １．地域を支えるしくみづくり   

（１）生活支援サービスの充実 

◎ワンコインサービス等生活支援サービスの創出 

◎買い物支援サービス事業の実施 

 

  （２）ボランティアセンターの充実 

   ◎ボランティアの有償化、ポイント制の導入    ◎ボランティアニーズの把握 

   ◎ボランティア活動の相談・紹介・斡旋    ◎ボランティア間の交流の場づくり 

◎ボランティアセンターからの情報発信   



  （３）ボランティアの発掘と育成      

   ◎ボランティアリーダーの育成  ◎ボランティアの養成と登録者数の増加 

◎福祉協力校事業の実施        ◎ボランティアスクールの開催      

◎レクリエーション講座の開催      

 

 （４）相談機能の強化と充実 

   ◎包括的相談支援体制の整備  ◎相談窓口の周知 

 

 ２．くらしに必要な情報提供 

  （１）情報提供の充実 

   ◎社協だより・ホームページ・ケーブルテレビ・フェイスブックを活用した 

情報提供   

◎ふくし出前講座の開催     ◎社会福祉大会・福祉まつりの開催 

 

基本目標 ３ 安心とやさしさに包まれたまちをつくります 

市民ひとり一人が地域で安心した生きがいのある生活が送れるよう、地域ぐるみ 

  で見守りを行うと共に、災害時の支援体制の整備を行います。 

 

 １．自立支援の充実 

  （１）在宅福祉サービスの充実    

   ◎福祉車輛貸出事業の実施     ◎福祉用具貸出事業の実施 

   ◎高額療養費貸付事業の実施 

 

  （２）自立支援ネットワークの構築 

   ◎行政・ハローワーク等関係機関との情報交換 

   ◎支援調整会議の開催 

 

  （３）生活困窮世帯への支援 

   ◎子ども食堂など子どもへの支援  ◎生活困窮者小口資金貸付事業の実施 

◎緊急食糧支援のしくみづくり    ◎生活困窮者自立支援事業の実施    

◎生活福祉資金貸付事業の実施 

 

  （４）権利擁護事業の充実 

   ◎日常生活自立支援事業の実施   ◎権利擁護事業の情報提供        

◎介護保険サービスの啓発 

 

 



２．防災・災害に対する支援体制の強化 

  （１）災害時支援体制の強化 

   ◎災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の継続実施とマニュアルの見直し       

◎防災に対する啓発活動の実施 

 

（２）災害時職員体制の強化 

◎災害時対応マニュアルによる体制強化 

◎事業継続計画（BCP）の整備  

 

３．地域で見守るしくみづくり  

 （１）見守りネットワークの充実と地域力の強化    

◎企業・NPO等見守り活動の連携強化  

◎ヘルプマーク、ヘルプカードの活用  

 

各課の事業施策 

総 務 課  

※働きやすい環境づくりや適正な予算執行、法人運営に必要な組織全体の管理調整を 

行います。 

【施策の方向】 

（１）財源の確保         （２）事務局体制の整備と組織の強化 

  （３）職員の資質向上       （４）災害時における対応の整備 

総合支援課  

  ◎地域包括支援センター   

※高齢者の総合的な相談支援の拠点として事業を実施します。  

【施策の方向】 

    （１）総合相談・支援事業           （２）権利擁護事業 

    （３）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 （４）介護予防ケアマネジメント 

    （５）指定介護予防支援            （６）生活支援体制整備事業 

    （７）認知症総合支援事業 

◎在宅介護支援センター  

※在宅で支援を必要としている高齢者やその家族に対しニーズに対応した各種 

サービスの情報提供を行います。 

    【施策の方向】 

    （１）総合相談   （２）日常生活支援総合事業   （３）一般介護予防事業  

        （４）見守り訪問活動事業 



介護事業課 

◎居宅介護支援事業（本巣市居宅介護支援センター）  

※要介護認定を受けた方に対して、介護保険法が掲げる、その人らしく自立した 

生活が送れるように支援します。 

 

    【施策の方向】 

    （１）自立支援を目指した在宅サービスの提供 

 （２）ケアマネージャーのｽｷﾙアップ 

    （３）２４時間３６５日相談体制の強化 

    （４）関係機関との連携強化 

 

◎地域密着型通所介護事業（糸貫デイサービスセンター・根尾デイサービスセンター）  

※利用者が日中安心して過ごせるよう、入浴や食事、排泄等の支援を行います。  

 【施策の方向】 

      （１）地域に開けた事業展開  （２）介護予防・悪化に着目したサービス提供 

     （３）健全な経営       （４）職員の資質向上 

 

◎訪問介護事業（ヘルパーステーションもとす）  

 ※介護、障害、福祉施設でのヘルパー活動により、在宅での生活を支援します。  

【施策の方向】 

     （１）自立支援に向けたサービスの提供   （２）職員の資質向上 

     （３）市内北部利用者への迅速な対応強化 

 

 

自立支援課 本巣市障がい者就労支援センターみつば・杉の子・ほたる   

  ※自立した生活や社会生活を営むことができるよう、就労や生産活動、余暇活動を 

提供し、その知識及び能力向上のため必要な訓練を行います。 

【施策の方向】

（１）職業訓練    （２）生活支援    （３）集団生活の大切さ   

（４）自分の意思を伝える力 （５）協力者、支援者を地域に作る

 

 

 

 

 



優 先 事 業 の 展 開 

基本目標に基づく基本計画は、すべて重要な施策ですが、生活支援サービスや生活困 

窮者への支援など、緊急な対応が必要な課題については、優先的に取り組みを進めてい

かなければなりません。 

優先施策 １ 地域で支えるしくみづくり 

①買い物支援サービスやワンコインサービスなど生活支援サービスの充実 

②ボランティアの育成、ボランティア活動のニーズ把握などボランティアセンターの充実 

優先施策 ２ 自立支援の充実 

①緊急食糧支援や生活困窮者小口資金貸付事業の整備 

②子ども食堂など子どもへの支援   

優先施策 ３ 防災支援体制の強化 

①災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の継続的実施とマニュアルの見直し 

②災害時対応マニュアル・事業継続計画の整備による職員体制の強化 

優先施策 ４ 認知症施策の充実 

①企業や小学生に向けた認知症サポーター養成講座の開催 

 

 住民のみなさんから多くの提案をいただきました。 

 

※策定委員会 

自治会、民生委員児童委員、老人クラブ、身体障害者福祉協会、ボラン 

ティア、教育関係、保健関係者など皆さんが本計画を審議しました。 

 ※地域住民会議 

自治会、民生委員児童委員、老人クラブ、身体障害者福祉協会、中学 

校ＰＴＡ、ボランティア、介護サービス事業所、市内の企業などの皆さ 

んからご意見をいただく地域住民会議を開催しました。                          
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